
みやぎ地域づくり団体協議会運営要領

（趣旨）

第１ この要領は、みやぎ地域づくり団体協議会規約（以下「規約」という。）第１６条

の規定により、みやぎ地域づくり団体協議会（以下「協議会」という。）の運営に関し

必要な事項について定めるものとする。

（地域づくり団体等）

第２ 規約第４条第１項第１号に規定する地域づくり団体等（以下「地域づくり団体等」

という。）とは、地域住民が主体となって行う各種の活動を通して地域をより住みやす

い社会とするために自主的、継続的に活動する団体等をいう。

（協議会への入会）

第３ 地域づくり団体等については、随時入会を認めるものとする。

２ 年度途中で入会があった場合、支部長は速やかに会長へ報告するものとする。

３ 次の事項に該当する団体等については、入会を認めないものとする。

(1) 同一業種に就く者の親睦や経営の安定を主な活動目的（内容）とする団体

(2) 施設管理を主な業務とするもの及び市町村の審議会等である団体

(3) 継続性のない１回限りのイベントの実行委員会である団体

(4) 既に解散しているものや３年以上活動実績がない団体

(5) 活動開始から、半年以上経過していない団体

(6) 暴力団又は暴力団員の統制の下にある団体

（協議会からの退会）

第４ 地域づくり団体等としての活動の継続が困難となった会員は、別記様式第１号（地

域づくり団体登録シート）を速やかに支部長へ報告し、退会するものとする。

２ 前項の報告があった場合は、支部長は速やかに会長へ報告するものとする。

（入会等手続）

第５ 地域づくり団体等は、入会に際して別記様式第１号（地域づくり団体登録シート）

を支部長に提出するものとする。

２ 規約第４条第１項第２号及び第３号に規定する会員は、入会に際して別記様式第２号

（会員票）を支部長に提出するものとする。

３ 会員は、提出事項に変更があった場合は、別記様式第１号（地域づくり団体登録シー

ト）を速やかに支部長に報告するものとする。

４ 支部長は、前３項に係る提出があった場合は、速やかに会長へ報告するものとする。

（実績報告等）

第６ 支部長は、規約第１５条の規定に基づき、支部の活動状況を取りまとめ、毎年度４

月末日までに会長へ報告するものとする。

２ 支部長は、地域づくり団体等としての活動を中止又は停止している会員があったとき

は、今後の活動予定などを確認し、活動の継続が困難と認められる場合は、その旨を適

時報告するものとする。

３ 会長は前項の報告を受けたときは、当該会員を退会させるものとする。

（会員名簿の作成）

第７ 支部長は、会員から提出された会員票等に基づき、別記様式第３号により毎年度支

部会員名簿を作成するものとする。

２ 支部長は、前項の名簿を作成したときは会長に送付するものとし、会長はそれらをも



とに協議会名簿を作成し、会員に配布するものとする。

（監事の選出）

第８ 規約第６条第２項に規定する監事の互選にあたっては、原則として各支部代表者か

ら選出するものとする。

（運営委員会における各支部の代表者）

第９ 規約第８条第１項に規定する運営委員会における各支部の代表者は、規約第１０条

第１項に規定する支部役員の中から原則として地域づくり団体等関係者１名を選出する

ものとする。

附 則

この要領は、平成６年７月２７日から施行する。

附 則

この要領は、平成８年６月４日から施行する。

附 則

この要領は、平成１０年６月２４日から施行する。

附 則

この要領は、平成１１年６月１５日から施行する。

附 則

この要領は、平成１２年６月８日から施行する。

附 則

この要領は、平成１３年７月１日から施行する。

附 則

この要領は、平成１４年５月２０日から施行する。

附 則

この要領は、平成１６年５月２８日から施行する。

附 則

この要領は、平成２０年７月７日から施行する。

附 則

この要領は、平成２４年６月１２日から施行する。

附 則

この要領は、平成２７年７月２２日から施行する。


